
令和８年度

長野市消防局運営方針
～各種災害に立ち向かう力強い「ながの」の消防～

≪組織目標≫

安全で安心して暮らせるまち「ながの」を
実現するため、力強い消防体制を構築します

１ 林野火災注意報・警報の広報の推進

２ 住宅防火とくらしの安全を進める運動の推進

３ 消防団と自主防災組織等との連携強化

≪基本方針２≫地域防災力の充実強化を目指します

1 消防体制の維持・整備

２ 消防力・組織の強化

３ 各種システムを活用した災害対応力の強化

≪基本方針１≫迅速・的確な消防体制を構築します



３ 各種システムを活用した災害対応力の強化

➤更新した「高機能消防指令情報システム」の安定的

な運用と、最新機能を活用した、より迅速・的確な

災害対応を目指します。

➤各消防署に配置したドローンの運用体制を確立し、

各種災害に対する災害対応力の向上を図ります。

➤マイナ救急を本格運用し、より早期に適切な医療機

関への搬送を目指します。

≪基本方針１≫

迅速・的確な消防体制を構築します

１ 消防体制の維持・整備

➤消防庁舎の長寿命化改修工事を行い、防災拠点とし

ての機能を維持します。

➤ポンプ車や救急車などの車両更新を計画的に実施し、

機動力の維持・強化を図ります。

➤消防職員が災害現場で安全かつ効果的に活動できる

環境の整備を図ります。

２ 消防力・組織の強化

➤警防活動に必要な各種活動訓練を継続的に実施し、

消防職員の能力と連携力の向上を図ります。

➤質の高い救急サービスを維持するため、

計画的な救急救命士の養成及び医療機関と連携した

救急ワークステーションや研修会を通じて知識・技

術の向上を図ります。

➤適時・適切な救急車の利用、応急手当などについて

広報を行い、救命率の向上を目指します。

熱中症対策例-アイスバス-



≪基本方針２≫

地域防災力の充実強化を目指します

１ 林野火災注意報・警報の広報の推進

➤令和８年１月１日から運用開始した林野火災注意報

・警報の市民認知度向上に向けた広報を実施します。

➤林野火災の発生を未然に防ぐため、出火防止対策を

推進します。

２ 住宅防火とくらしの安全を進める運動の推進

➤関係団体とともに、様々な広報手段を積極的に活用

し、日常の中に潜む火事や救急事故などの危険に対

する安全意識の高揚を図るため、幅広い広報活動を

展開します。

➤住宅用火災警報器及び感震ブレーカーの普及促進・

維持管理を推進し、住宅火災及び地震による電気火

災の抑制を図ります。

３ 消防団と自主防災組織等との連携強化

➤消防団員研修等を通じて、地域防災の中核として活

動するために必要な知識、指導力の向上を図ります。

➤消防団と自主防災組織の連携をさらに進め、災害時

の共助と各地域における防災力向上を図るための支

援を行います。

➤災害時の共助に必要な防災器材の整備促進のため、

「自主防災組織補助制度」を推進します。
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